
その他

お問い合わせ

日 程

時 間

【個　　　　　　人】 ７万円/kW(定額）
【民間事業者】　　５万円/kW(定額）  

蓄電池の価格の１/３
【家庭用】１５.５万円/kWh上限
【業務用】１９万円/kWh上限
  いずれも工事費込み税抜きの金額　 

※家庭用(20kWh未満)、業務用(20kWh以上)
※蓄電池のみの設置は、対象外
※上限を超える蓄電池は、対象外 

令和7年5月12日(月)から令和7年１０月３１日(金)１７時まで 

交付申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて環境保全課へ
提出してください。 

大村市環境保全課　環境政策グループ
0957-53-4111(内線149）

kankyou@city.omura.nagasaki.jp

TEL

E-mail

（問合せ先）

・1件あたりの補助上限額を１００万円とする。
・太陽光発電設備で発電した電力の一定割合以上(個人30％以上、民
間事業者５０％以上）の自家消費が必要

※令和7年11月28日(金)までに実績報告が提出できるものに限ります。
※期間内であっても、予算の上限に達した時点で受付を終了します。
※申請書類が不備なく揃っている状態をもって受付とします。

 


